
高鍋町公告第４号 

 

公有財産売払公告 

 

下記公有財産を一般競争入札により売り払います。 

なお、入札方法については、提出期限までに入札書を書留郵便により高鍋町財政経営課へ提

出し、開札日に開札する方法とします。 

 

記 

 

１．売払物件 

土地・建物 

 名称 所在地 
公簿地目 

(種類) 

公簿面積 

(㎡) 
最低売却価格 

元高鍋東小学校 

校長住宅 

高鍋町大字北高鍋 

字大池久保4409番35 

 

宅地 

 

居宅 

物置 

 

284.65 

 

94.84 

3.35 

4,580,000円 

 

(内訳) 

土地 4,580,000円 

建物     0円 

元高鍋西小学校 

校長住宅 

高鍋町大字持田 

字中河原1482番1 

 

宅地 

 

居宅 

物置 

 

463.84 

 

94.84 

3.35 

5,600,000円 

 

(内訳) 

土地 5,600,000円 

建物     0円 

   

２．入札の種類 

一般競争入札 

 

３．入札者に必要な資格 

次の各項目のいずれかに該当する方は参加できません。 

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

(2) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。) 

(4) 当該物件を暴力団の事務所その他これに類する者(公の秩序、善良な風俗に反する

目的その他社会通念上不適切と認められるものをいう。)の用に供しようとする者 

(5) 次のいずれかに該当する者 

ア.暴力団員がその経営に実質的に関与している者 



イ.自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に損害を加える

目的をもって暴力団員を利用するなどしている者 

ウ.暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 

エ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

オ.暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

(6) 前記(2)から(4)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 

(7) 法人の場合は、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者を

いう。)が前記(3)から(5)のいずれかに該当する者 

(8) 一般競争入札参加申込書を提出しない者 

 

４．入札書の提出 

入札書については一般競争入札参加申込書を同封し、書留郵便により提出期限までに下

記住所へ送付すること。 

なお、理由のいかんにかかわらず、送付した入札書の書き換え、引き換え又は撤回は認

められない。 

提出期限  令和６年３月２１日(木) 午後５時必着 

〒884-8655 

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江 8437番地 高鍋町財政経営課 契約管財係 

※入札書、一般競争入札参加申込書を封入した封筒を更に郵送用封筒に入れ

書留にて送付すること。 

※郵送の際には、郵送用封筒の表に「入札書在中」と記載すること。 

 

５．開札日 

令和６年３月２２日(金)午前９時 開札 

※入札結果の報告は、開札後に落札者に対して行う。 

※入札結果については高鍋町ホームページの公表(物件名並びに入札件数及び落札額を

記載)にて行う。 

 

６．入札書の記載方法 

  (1) 土地・建物ついては、契約希望金額の価格を記載すること。 

(2) 入札書の日付は、入札書を記入した日とすること。 

 

７．入札の無効 

(1) 入札加入資格のない者のした入札 

(2) 同一人が同一事情についてした２通以上の入札 

(3) 入札書の表記金額を訂正した入札 

(4) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札 

(5) 入札条件に違反した入札 



(6) 談合その他不正の行為があった入札 

 

 ８．入札保証金 

(1) 入札者は、最低売却価格の100分の5の金額を入札保証金として令和６年３月２１日

(木)までに納付すること。なお、振込手数料が発生する場合は入札者の負担とする。 

名称 最低売却価格 入札保証金 

元高鍋東小学校校長住宅 4,580,000円 229,000円 

元高鍋西小学校校長住宅 5,600,000円 280,000円 

(2) 落札者以外の入札保証金は返還する。 

(3) 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。 

(4) 入札保証金は利息を付さない。 

 

９．落札者の決定方法 

(1) 物件ごとに最低売却価格以上で、かつ最高価格で入札した者を落札者とする。 

(2) 同価の入札をした者が２者以上あるときは、後日、当該入札者によるくじで落札者

を決定する。 

(3) 落札後、落札者に契約締結の意思が見られない場合は、次点の金額を提示した入札

者を繰り上げることとする。 

 

10．契約締結 

落札者は、令和６年３月２９日(金)までに契約締結を行うこと。 

ただし、契約担当者が特に指示したときはこの限りではない。 

 

11．契約上の条件 

土地・建物の落札者は契約締結の日から起算して６０日以内に代金を支払うこと。 

 

 12. 契約保証金 

落札者は、売買契約締結時までに、落札金額の100分の10以上の金額を契約保証金とし

て契約の日までに納付すること。 

 

13．物件の引渡し 

売買物件は売買代金全部の支払いが完了した後に、現状有姿で引渡しを行う。 

 

14．物件確認 

 物件の確認は、公告日から令和６年３月１５日(金)までの間に行うこと。 

※物件確認は、事前に高鍋町役場 財政経営課 契約管財係(電話：0983-26-2002)に連絡

し、日程等調整すること。 

 



15．注意事項 

(1) 売渡物件が品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、履行

の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはでき

ないものとする。 

(2) 落札者が買受代金の全額を納付し、引渡しが行われたときから落札者に危険負担が

移転するものとし、その後に発生した売却物件の破損、盗難の負担は落札者が負うも

のとする。 

 

 16.その他 

(1) 物件調書、入札参加申込書、入札書の様式は、高鍋町ホームページ又は財政経営課

で取得すること。 

(2) その他不明な事項については、高鍋町役場 財政経営課 契約管財係(電話：0983-26-

2002)へ照会すること。 

 

 

 

令和６年２月７日 

 

 

高鍋町長  黒 木 敏 之     


